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平成 20 年度大磯町教育委員会第８回定例会会議録 

 

１．日 時   平成 20 年 11 月 19 日（水） 

        開会時間 午前 ９時 00 分 

        閉会時間 午前 11 時 50 分 

 

２．場 所   大磯町役場４階第１会議室 

  

３．出席者   清 田 義 弘 委員長 

       澤   愛 子 委員長職務代理者 

       原 田 義 彦 委員 

石 塚   洋 委員 

福 島 睦 惠 教育長 

二挺木 洋 二 教育次長 

       林   正 人 学校教育課長 

和 田 勝 巳 生涯学習課長 

       山 口 章 子 図書館長 

       瀬 戸 克 彦 学校教育課総務施設班主査 

       高 橋 正 寿 学校教育課総務施設班主事 

 

４．傍聴者 ３名 
 
 
（開 会） 
 出席委員が５名で定足数に達しており、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第

13 条第２項の規定により定例会は成立し、大磯町教育委員会会議規則第 14 条及び第 19
条の規定により傍聴を許可。暫時休憩ののち傍聴人が入室し再開した。 
 
 
（前回会議録等の承認） 
 委員長より前回会議録の項目を読み上げ、出席委員全員の承認を得る。 
 
 
教育長報告 
 

教育長)   私からは、10 月定例会が開催されました平成 20 年 10 月 15 日から本日

までの教育委員会諸行事等について報告させていただきます。お手元の教

育委員会執行報告表をご覧ください。 
10 月 18 日、大磯町体育指導員協議会主催による第 18 回ファミリーグラ

ンドゴルフ大会が開催され、一般、女子、ファミリーの部に 57 人の参加あ

りました。同日から 11 月にかけまして、大磯、国府両中学校や各地区主催
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による文化祭が開催されました。教育委員会では、町と共催により、10 月

25 日、26 日に第 55 回おおいそ文化祭を開催いたしました。詳細につきま

しては、後ほど事務局から報告いたします。10 月 19 日、町の事業の必要性

や実施主体について、外部評価者からの意見を求めるため「大磯町事業仕

分け」を実施しました。教育委員会関係では、生涯学習館、郷土資料館、

武道館の運営事業が対象となり、結果につきましては別添のとおりであり

ます。10 月 22 日から 11 月 3 日にかけて、郷土資料館では、おおいそ文化

祭協賛展示として、館所蔵の美術品を特別公開いたしました。11 月 15 日か

らは、郷土資料館 20 周年記念事業として「動物剥製コレクション」を開催

しております。10 月 27 日、町と共催による人権教育講演会を開催いたしま

した。今年度は、越川禮子先生を講師に、「江戸しぐさ」に学ぶと題して講

演をいただき、80 名の参加がありました。11 月 1 日、大磯町交通安全町民

総ぐるみ大会が開催され、ポスターの部で 9 名の小学生、標語の部で 4 名

の中学生が表彰されました。11 月 2 日、第 7 回大磯図書館まつりを開催し

ましたが概要につきましては、後ほど事務局から報告いたします。11 月 9

日、相模原市立博物館において、開催されました神奈川県教育委員会連合

会研修会に出席いたしました。11 月 16 日、第３回湘南国際マラソンが開催

され、フルマラソンや 10km の部などに約 1 万 7,000 人のランナーが大磯

町を駆け抜けていきました。11 月 17 日、第 3 回臨時会を開催し、付議事項

1 件、協議事項 3 件、報告事項 2 件の審議を行いました。その他の諸行事に

つきましては執行報告表のとおりであります。また、今後の予定につきま

しては、行事等予定表をご参照ください。以上でございます。 
 
 
議案第 19 号 大磯町指定有形文化財の指定について 
 
書記が議案を朗読し、教育長から提案理由の説明を行った。 
 
生涯学習課長) 生涯学習課の和田でございます。議案第 19 号「大磯町指定有形文化財

の指定について」ご説明いたします。説明資料をご覧ください。 
１ページの指定理由でございますが、対象となる物件につきましては、

以前より伊藤博文に関連する建造物として、平成 19 年と平成 20 年には文

化財としての評価に関する調査が行われております。大正期の雰囲気を良

く留め、「滄浪閣」との名称で、本町における別荘建築の代表的な建造物と

なっており、大磯町指定の有形文化財として指定の承認を求めるものでご

ざいます。なお、本件につきましては、11 月４日に開催されました大磯町

文化財専門委員会に諮問を行い、協議の後、ご意見をいただいております。

２ページにつきましては、文化財専門委員会から平成 20 年 11 月 14 日付け

で教育委員会へ提出されました、指定有形文化財の指定についての答申で

ございます。３ページからは、指定に関する答申書が付されており、滄浪

閣（伊藤博文邸宅跡 旧李王家別邸）６棟と附けたりとして杉戸絵４枚を

指定するものでございます。指定物件の構造や規模、歴史的な沿革、建物
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の特徴など、大磯町の地域の歴史を考えるうえで貴重な遺構として、価値

は極めて高いというご意見のもと、「大磯町指定有形文化財」に指定すべき

である旨の答申をいただいております。８ページから 11 ページは、復元工

事終了後の平面図並びに立面図で、事業計画における利活用と建築当時の

利用目的などが記されております。12・13 ページは、附けたりとして指定

いたします杉戸絵４枚の写真と、建物の現況写真となっております。続き

まして 14 ページから 16 ページは、文化財指定に伴い所有者からの申請書

と同意書のそれぞれ写しでございます。17 ページにつきましては、指定、

申請等に係る「大磯町文化財保護条例」の抜粋で、第３条第１項の規定に

基づく指定を行うものでございます。以上、ご審議いただきまして、指定

有形文化財の指定についてご承認いただきますようお願いいたします。 
 
(質疑応答) 
石塚委員)  ぜひ推進をしていただければと思います。滄浪閣の建物、また内部の重

要文化財に値する物については申し分ありません。個人所有となっており

ますので所有者の川邊氏のご理解は誠にありがたく、心からお礼を申し上

げたいと思います。11 月８日に姉妹都市協会の国内研修で小諸の懐古園内

にある島崎藤村記念館へ行ってきました。入ると 20 名程の行列ができてお

り、紅葉のシーズンでもありましたので、ゆっくり見学する余裕もない程

の来場者がございました。展示物を見ますと生前の藤村が友人等に記した

手紙や執筆活動に関する資料など生の資料が数多く所蔵されておりました。

大磯町にもこのような資料があれば良いなと思いつつ見学しておりますと、

大磯町から多くの資料を提供していただいたという話を聞きました。大磯

町の藤村邸には家のみで資料等はありませんので寂しい気がしました。こ

ういった資料は大きい集客能力をもっているのだと感じました。このよう

な点を踏まえますと、滄浪閣は大磯町の大きな宝になっていると思います

ので指定の推進をしていただければと考えます。 
原田委員)  ３ページ以降の答申内容については、私もそのとおりと考えますので進

めていただきたいと思います。この指定内容には 12 ページ以降に掲載され

ております襖絵等も含まれているのでしょうか。非常に貴重な物だと思い

ますので、これらも含めて文化財指定してくださればと思います。 

生涯学習課長) 12 ページの襖絵につきましては、附けたりの 1 つでございますので、

こちらの４枚については特記して指定という形になりますので、４枚で１

対の物として保存活用していただくことになります。こちらを入れておか

なければ持ち出しができてしまいますので、滄浪閣６棟と杉戸絵４枚を文

化財指定するものでございます。 
原田委員)  本件に限らず、大磯町にある貴重な資料については、積極的に文化財指定

を進めていっていただければと思います。また、大磯町には文化財指定さ

れている物はどれくらいあるのでしょうか。 
生涯学習課長) 今後の予定としましては、近いうちに吉田邸も文化財指定されていくか

と思います。現在の大磯町における指定の状況でございますが、指定につ

きましては 44 件ございます。その内訳としては、国の指定が５件、県の指
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定が 11 件、町の指定が 28 件で今回の指定が加えられますと 29 件となりま

す。総数ですと 45 件となります。 

澤委員)   今回指定されるのは個人の所有物ということですが、文化財指定につい

て申し出てくださったことは尊重すべきことだと思います。諮問をお願い

いたしました大磯町文化財専門委員会の答申については、専門家によるも

のですのでそのまま尊重したいと考えます。書類上のことですが、大磯町

文化財専門委員会の方々の顔ぶれについては普段あまり関係がありません

ので、このような報告書を作成する際には、お名前と専門分野等を記載し

ていただくと良いと思います。何名いらっしゃったのか、出されたご意見

や委員の方の間でも意見が分かれていたのでしたら、何名中何名がという

形で口頭でかまわないので教えていただければと思います。 

生涯学習課長) 申し訳ありません。今後そのような形で提示させていただきたいと思

います。文化財専門委員の方々の間にはそれぞれ担当する部門が決まって

おります。今回は建造物の有形文化財で、仏像、絵画、書に造詣の深い方々

にお集まりいただいております。今後このような点を含めてご説明させて

いただきます。大変申し訳ありませんでした。 

教育長)   私も澤委員からご意見ありましたように、文化財専門委員会からの答申

を尊重したいと考えます。特に７ページに指定理由が端的にまとめられて

おりますが、ここに記されているとおり、「別荘地大磯の代表的建築として

貴重な遺構である」ということですので、ぜひ指定をしていきたいと考え

ます。 

委員長)   私も滄浪閣があった場所に李王家の別荘が建てられたということでとて

も歴史的なものを感じます。名称は「滄浪閣」とのことでありますが、中

身については大正期の建物ですよね。これは非常に例がないことだと思い

ますので、ぜひ後世に残していっていただきたいと思いますので、この答

申を尊重したいと思います。襖絵については、私たちが利用していた際に

目の前にあったのだと思いますが、見過ごしておりました。同窓会等で利

用させていただいておりましたので、目の前にあって見過ごしていたこと

は大変残念であります。やはり貴重な物ですので後世に残していっていた

だきたいと思います。 

石塚委員)  杞憂に過ぎないかもしれませんが、指定が完了したそのあかつきには、

皆さんに見ていただくことが 1 つの目的であると思います。しかし、個人

所有ですので常時誰もが見られる形にする訳にはいかないのかどうか、町

内外の方々に広く見ていただけるような形にしていただきたいと思います

が、その点どうでしょうか。 

生涯学習課長) 資料の８ページに復元後の利用計画として図を添付させていただいて

おります。指定されますと建築基準の関係により建物の存続が決定いたし

ます。その後、修復に関する計画が提出されまして、復元修復工事に入っ

ていく流れとなります。その段階で利活用に向けた方向性をはっきりと提

示していただきたい旨を伝えておりますので、その形で一般公開について

のお願いをしていきたいと考えております。現在本邸につきましては、開

発事業計画の付属施設ということになりますので、通常は事業者の管理・
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運営をしていただく部分であるかと思います。また外観とレストランとし

て利用されていたホールについては、こちらの図面にあるように展示スペ

ースや研修スペースとして一般への利活用が図られると考えております。

また、内部につきましても常時というのは難しいかもしれませんが、機会

をみて一般開放されるよう調整をしていきたいと思います。 

委員長)   大磯町には会議を行う場所があまりございませんので、一般開放を進め

ていただければと思いますので、ぜひそのような形でお願いしたいと思い

ます。質疑を打ち切り、討論を省略し採決に入ります。議案第 19 号につい

て、原案どおりご異議ありませんでしょうか。 

各委員)   異議なし。 

委員長)   異議なしの声がありましたので、議案第 19 号、「大磯町指定有形文化財

の指定について」は、原案どおり承認いたします。 

 

 

議案第 20 号 平成 20 年 12 月補正予算における教育委員会予算要求について 

 

書記が議案を朗読し、教育長から提案理由の説明を行った。 

 

学校教育課長) 学校教育課長の林でございます。「平成 20 年度 12 月補正予算における

教育委員会予算要求について」学校教育課関係について補足説明をさせて

いただきます。別紙をご覧ください。 

まず１点目は、小学校費の学校管理費で学校施設・設備維持事業の修繕

料でございます。内容といたしましては、国府小学校の雨漏りの修繕でご

ざいます。具体的な雨漏りの箇所でございますが、２箇所ございまして、

１箇所は、１階の保健室の天井でございます。こちらにつきましては、保

健室の外壁のひびや屋上部分の床からの浸水が考えられ、その部分の補修

と防水塗装を施す修繕となります。もう１箇所につきましては、２階廊下

の南側突き当り部分でございます。こちらにつきましては、突き当りが２

階屋上への出入り口ということで、横殴りの雨の日など、雨水がドア周り

のシーリング部分から染み出し、廊下のほうに流れ込むということで、そ

の部分の修繕になります。 

次に、小学校費と幼稚園費の２つに関わっておりますが、どちらも調査

委託料ということで、予算要求内容も同じでございますので併せてご説明

申し上げます。こちらにつきましては、平成 17 年度でございますが、この

年、全国的にアスベストによる健康被害が社会問題になった年でございま

すが、大磯町におきましても、当時、アスベスト対策会議を設置し、町内

の公共施設 35 施設について調査を行い、学校施設につきましても飛散性ア

スベストの可能性のある６施設についての分析調査を行いました。その結

果、いずれの施設も関連アスベスト物質が不検出という分析結果が出てお

りました。しかしながら、その後、平成 18 年８月２日付けで「労働安全衛

生法施行令」及び「石綿障害予防規則」等の一部が改正され、いわゆる「石

綿を含有する建材その他のもの」の含有量の規定が１％以上から 0.1％以上
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に規制が強化され、さらに、石綿関連物質が平成 17 年度の時点では３物質

であったものが６物質に拡大され、今年の２月、厚生労働省より、この基

準による分析調査の徹底についての通達が出されました。以上のような経

過を踏まえ、大磯町といたしましても、今年度、環境美化センターを中心

とし、関連施設所管課職員との合同の会議を開催し、対策について協議し

てまいりました。その結果、過去の分析結果に関わらず、安全性を担保す

る意味からも６物質全てのアスベストの分析調査を実施することに決定い

たしました。学校教育課につきましては、該当施設が幼稚園・学校施設で

ございますが、大磯小学校階段下や体育館等で３ヶ所、国府小学校がやは

り階段部分で１箇所、小磯・月京幼稚園の２階ホール天井部分がそれぞれ

１箇所ずつの計６箇所でございます。今回の補正はその６箇所の分析調査

委託料でございます。なお、このアスベストの調査につきましては図書館

も関連いたしますので、後ほどご説明をさせていただきます。 

次に、幼稚園費の幼稚園施設設備維持事業の樹木剪定等委託料でござい

ます。こちらにつきましては、小磯幼稚園の園庭の黒松が松食い虫の被害

により、夏以降急激に松枯れが進み、倒木や他の健康なマツへの悪影響が

心配され、ここで７本の黒松の伐採と他の松への薬剤の注入を行うもので

ございます。以上でございます。 

図書館長)  図書館、山口です。12 月補正予算において図書館も学校教育課同様、ア

スベスト分析委託料を要求いたします。図書館では、鉄骨部分の吹き付け

にロックウールを使用しており、平成 17 年に１回目の検査を行っておりま

す。その時には検出されずということでしたが、学校教育課と同様の経過

をたどりまして、今回検査基準が見直されたこと、また、物質について３

物質が６物質に変更された結果、検査をしていただくこととなりました。

場所ですが、２ヶ所ございまして、図書館の１階閲覧室におけるガラス天

井の部分と２階の閉架書庫、２階と記してございますが実際には３階の屋

根裏部分に当ります。この２ヶ所を抽出しサンプリング調査を行っていた

だきます。以上です。 

 

(質疑応答) 

原田委員)  アスベスト調査については、既に１度行っているのですね。今回、基準

値が 1.0 から 0.1 に下げられたとのことですが、どうしてなのでしょうか。

一度基準値が定められますと、各市町村それに準じて調査を行うと思いま

す。必要なことで実施していただかなければならないことなのですが、前

回と同様の調査を行う訳ですので、基準が変更になった理由を教えていた

だければと思います。 

学校教育課長) 当初は３物質、１％を基準としていましたが、その後、既存の建物が

壊されていくなかで基準物質以外のものが新たに検出され、健康被害を出

しているとの厚生労働省の報告があり、更に基準値についても強化される

という流れだと思います。 

原田委員)  最初に基準がつくられた平成 17 年以降、現在にかけて報告された結果に

より基準が厳しくなったということですね。 
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学校教育課長) そのとおりです。 

石塚委員)  更に規制物質が追加された件については再度調査が必要だと思います。

郷土資料館や大磯中学校、国府中学校、大磯幼稚園などその他の施設につ

いては使用していないということでしょうか。 

学校教育課長) 前回と同様の調査になりますので、前回該当がなかった施設につきま

しては、新しく追加された物質も存在していないということであります。 

石塚委員)  それは確認されているのでしょうか。 

学校教育課長) 全て調査し確認しております。 

原田委員)  教育委員会関係施設以外の公共施設については、アスベストを使用して

いる可能性が高いですよね。これは全町的に行われる調査なのでしょうか。 

学校教育課長) 先程申し上げましたとおり、これは全町的な調査であります。町全体

で 21 ヶ所が今回対象となっております。 

澤委員)   今回再び調査を行う理由については、先程のご説明で納得いたしました。

数年前に行ったばかりなのにという思いはありますが、実施せざるを得な

い問題ですので理解をいたします。その他の項目で、松については対応は

急がなければならないと思うのですが、全町的に考えなければならない問

題であると思います。小磯幼稚園には松がたくさん生えておりますが、今

回伐採することで松の数がゼロに近くなってしまうということはないので

すよね。 

学校教育課長) 松葉の一部が枯れてしまっている木もあるのですが、今回の７本につ

いては特に悪い状況にあるものです。ここで健康な松についても薬剤注入

を行いますので、その効果が来年度どのように表れてくるのか心配な部分

がありますが、薬剤注入を行わなければ確実に枯れていくだろうというこ

とで予算を計上させていただきました。 

澤委員)   小磯幼稚園の松については今までに薬剤注入が行われていないのでしょ

うか。 

学校教育課長) 行われておりません。 

澤委員)   それでは行った方が良いと考えます。次に、修繕関係ですが、国府小学

校の雨漏りについては規模が大きいものと考えて良いでしょうか。今まで

にこれほど大きな修繕は行われていなかったのでしょうか。国府小学校で

は年数の経過による問題箇所を他にも抱えているのでしょうか。 

学校教育課長) 他の学校施設においても数年前から雨漏り箇所についてはその都度修

繕を行っております。当初予算のなかで緊急性のあるものから修繕を行っ

てまいりましたが、今回の国府小学校については秋の台風の際に雨漏りが

発生したということで、緊急的に 12 月補正を行うものです。その他の施設

については今のところ報告は受けておりません。 

石塚委員)  小磯幼稚園を訪問した際、本館とグランド側の間に亀裂が入っており雨

漏りがするとお聞きしたのですが、その修繕は終わっているのでしょうか。 

学校教育課長) その修繕については既に終了しております。 

教育長)   提示させていただいた項目につきましては、より良い環境づくりのため

の補正予算ということですのでご承認していただきたいと思います。 

委員長)   全て必要不可欠な事項ですので承認したいと思うのですが、雨漏りにつ



 8 

いては、建物の耐久性に関わることです。長年放っておくと鉄筋が腐食し、

例えば 50 年ある耐久性が 25 年となってしまうなど急激に減ってしまう可

能性がありますのでぜひ早めに対応していただければと思います。また、

アスベストについてはポンプ室等の地下室にはよく吹き付けられているも

のなのですよね。耐熱性を高めるためという意味で吹き付けられているの

だと思うのですが、私もかつて触れたことがあるのではないかと考えると

冷や冷やします。健康上の問題でありますので、ぜひお願いしたいと思い

ます。松枯れの問題については、小磯幼稚園内の教育研究所に勤務させて

いただいていたことがあるのですが、その頃から西湘バイパス側では国土

交通省が松枯れの伐採を行っていました。それが幼稚園の方まで広がって

きたのかなと思います。伐採するのは７本ということですが、園庭内の松

ですよね。それがなくなってしまうのは寂しいという思いがありますので、

良い方法を見つけて保護していっていただければと思います。 

石塚委員)  小磯幼稚園の松枯れについては三好町長もご覧になっております。ずい

ぶん枯れましたね、ということをおっしゃっておりました。松食虫に強い

松が開発されており、今度その松を植えようと思いますとおっしゃってお

りましたが、この点についてどうでしょうか。 

学校教育課長) 直接町長からお話を聞いておりませんが、そのような対策があるとい

うことであれば検討していきたいと思います。 

石塚委員)  育つまで時間がかかりますので、すぐにでも植えないといけませんね。

ぜひ検討をお願いいたします。 

澤委員)   今のような立派な姿になるには最低 20、30 年程はかかるのではないでし

ょうか。 

石塚委員)  それではぜひお願いしたいですね。 

教育長)   裏話ですが、枯松を事務局職員が自分たちで切りに行くという話が出た

のです。その際、万が一倒木の下敷きになったり、高所から落ちたりした

らどうするのかということで、教育次長が止めたのです。そのような経緯

とともにぜひお願いしたいということを町長にお伝えしてございます。 

委員長)   質疑を打ち切ります。討論を省略し採決に入ります。議案第 20 号につい

て、原案どおりご異議ありませんでしょうか。 

各委員)   異議なし。 

委員長)   異議なしの声がありましたので、議案第 20 号「平成 20 年 12 月補正予算

における教育委員会予算要求について」は、原案どおり承認いたします。 

 

 

議案第21号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の２第１項の規定に基

づく職務権限の特例を定める条例について（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 29 条） 

議案第22号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第24条の２第１項の規定に基

づく職務権限の特例を定める条例について（地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第 24 条の２第２項） 
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書記が議案を朗読し、教育長から提案理由の説明を行った。 

 

教育次長)  お手元の議案第 21 号、22 号の資料に基づきましてご説明いたします。ま

ず、この条例の制定概要でございます。町では昨年度より、三好町長の命

により機構を変える検討をしてきました。この度ここに書いてございます

ように、高齢社会を迎え、これからのスポーツはより町民の健康増進に重

点を置き、いつでも、どこでも、誰もが気軽に健康づくりに取り組めるよ

うな政策の推進が必要ではないか、更に、近年の教育基本法の等の教育関

係の改正がございまして、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に

ついても改正がされ、教育委員会の職務権限である「スポーツに関するこ

と」を市町村長の職務権限とすることが可能となりました。その根拠とい

たしましては、資料２の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の抜粋

でございます。今までは第 23 条 13 項で「スポーツに関すること」が教育

委員会の職務権限とされておりましたが、法改正により、職務権限の特例、

第 24 条の２で地方公共団体の長が「次の各号に掲げる教育に関する事務の

いずれか又はすべてを管理し、及び執行することとすることができる」と

され、大磯町に関しては「スポーツに関すること（学校における体育に関

することを除く。）」という部分を町長の職務権限に移すことができること

になりました。第 21 号、第 22 号の一括審議となっておりますが、第 21 号

の議案につきましては、条例をつくる場合には第 29 条で教育委員会の意見

をきかなければならないと規定されておりますので付議してございます。

また、職務権限の特例の部分では、特例条例をつくる際に、第 24 条の２第

２項で「地方公共団体の議会は、前項の条例の制定又は改廃の議決をする

前に、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない」と

定められておりますので、議案第 22 号については議会からの意見聴取とい

うことで付議させていただきました。条例の制定概要についてはここに記

してあるとおりですが、具体的な条例の内容をご説明いたします。大磯町

スポーツ振興審議会設置条例、大磯町立武道館条例が教育委員会の職務権

限でございましたが、特例条例を制定することにより、「教育委員会が町長

の」を「町長が教育委員会の」へ改正する等の文言の改正がございます。

特例条例を制定することにより、関係する２つの条例が改正されるという

点が附則で定められております。議案 22 号につきましても同様の内容であ

ります。以上でございます。 

委員長)   私から確認をしたいと思います。この条例制定にあたり、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第 29 条に基づくものと第 24 条の２第２項の

規定に基づくものについて教育委員会に意見を求められているということ

でよろしいでしょうか。 

教育次長)  教育委員会関係の条例改正については、教育委員会への付議で改正いた

します。この根拠につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」の第 29 条で町長が議会へ教育関係の条例を上げる際には「教育委員

会の意見を聴かなければならない」と定められていることに基づきます。

しかし、今回の条例の場合は、特に職務権限を町へ移すものですので、そ
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のためには条例をつくらなければなりません。また、議会からも教育委員

会に意見を聴くことが定められております。今回の条例のような例はあま

りございません。他の例では、人事委員会の意見を聴かなければならない

という地方公務員法の規定があるぐらいです。多くの場合は町長から意見

を求められるのみですが、今回の場合は議会からも意見を求められている

ということであります。以上でございます。 

委員長)   ただいま条例制定について、ご説明をいただきましたが、先日の第３回

臨時会におきまして、町からも説明をいただきました。本日は教育委員会と

して意見をまとめたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

(質疑応答) 

原田委員)  本議案につきましては、第３回臨時会において協議がなされ、教育委員

会内部での討議を踏まえられたと思いますので、承認ということで良いと

思います。 

澤委員)   手続きの点で理解できていない部分があるのですが、スポーツ関係につ

いては、教育委員会から町長部局へ移行させても良いと法令上なりました

ので、今回の移行については特段反対するものではありません。ただ、子

育て支援関係の移行とセットで交換という言い方が良いか分かりませんが、

子育て支援関係の移行があった結果、スポーツ関係を移そうということに

なった部分もあると私は捉えております。このように所管を移行する場合

に、業務内容とボリュームにおいての問題が非常に重要になると思います。

この点については、今回の議案21号、22号からではそれが見えてきません。

スポーツ関係を移行するということには同意したいと思うのですが、今述

べた様な点に少し心配を感じます。 

石塚委員)  組織変更の趣旨は意思決定のスピードアップや組織のフラット化であり、

人員配置の見直しにより事務効率が向上され、サービスの質を高めるとい

うことは、誠に結構なことであると考えます。今回の議案は組織変更のた

めのものであると理解しているのですが、教育委員会関係では、２つの柱

があるとご説明があったかと思います。1つは、スポーツ振興のため、もう

1つは子育て支援の強化であります。スポーツ振興の部分は、条例改正では

ウェイトを占めておりますが、教育委員会では従来、生涯学習課が担当し、

数々のスポーツ振興、健康増進を図った企画が実施されてきたかと思いま

す。我々もチャレンジフェスティバル等に参加し、非常に良い企画を行っ

ていただいていると感謝しております。今回、町長部局に移管して更に町

全体で健康増進に取り組み、これからの高齢社会において負担増が予測さ

れる医療費の抑制につながるということなので大賛成であります。チャレ

ンジフェスティバル等に参加して気になっていたのは、町民全員参加では

ない点です。いつもの顔馴染のメンバーが集合しているという印象を受け

ます。スポーツ関係が町長部局に移管したことによりスポーツ振興と健康

増進が結びつき、更に町民をあげた、全町民 32,000 人と言わないまでも、

参加率を伸ばすようなイベントを開催することが可能となるのではないか

と考えます。職務変更にこのような点を望んでおり、更に健康増進を推進
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していただければと思います。スポーツ振興が教育委員会から移管される

ことには寂しさも覚えますが、更なる発展を目指すためには良いことであ

ると思います。 

原田委員)  ただ今、澤委員と石塚委員から出されたご意見は、次の議案第 23 号に関

わるお話であると思います。議案第 23 号の内容があって、第 21 号、第 22

号で条例改正がなされるので、次第の順番では、議案第 23 号の内容が議案

第 21 号 22 号の先にあるべきではないかと考えます。 

教育次長)  澤委員からありました、スポーツと子育て支援が交換で移管されたとい

うお話ですが、そういったことはございません。石塚委員のお話にもあり

ましたとおり、スポーツについては活動の幅を更に広げるために健康増進

と結びつき、子育て支援につきましては一本化を図るために組織改革が行

われます。 

       また、条例の順番につきましては、議会の方の事務手続きでも同様の順

番となっております。課等の設置条例におけるスポーツ健康課の「スポー

ツに関すること」については、教育委員会の承認を受けなければ行うこと

ができません。その結果、第 24条の特例条例が先の議案となっております。

教育委員会の事務を町部局に移管するという承認を得ないと、町の事務の

位置づけができないということでこの順番となっておりますので、ご理解

いただきたいと思います。 

澤委員)   スポーツ関係については町部局の条例を改正して対応して、子育て支援

関係が教育委員会に移管されるということは、教育委員会の条例を改正し

なければいけないということでしょうか。 

教育次長)  子育て支援の関係については、特に改正する必要はございません。スポ

ーツに関することは明確に教育委員会の職務権限から町長の職務権限に完

全に移管するというものなのですが、子育て支援の関係は、委任、補助執

行という関係であり、条例も全て改正ということではありません。児童福

祉関係の条例に改正が出てくるのかなという気がいたしますが、子育て支

援関係は、町長の権限として残しておいて、その事務を教育委員会に委任、

補助執行するというものであります。 

石塚委員)  所管が変わることで、文言としては不具合が出るのではないでしょうか。 

教育次長)  地方自治法の第 180 条の２に補助執行と委任事務を行う根拠がございま

す。あくまでも母体は町長部局にあるのですが、事務については町長の職

務権限を教育委員会に委任、補助執行するという規則を定めていく形とな

ります。 

委員長)   スポーツ関係を移管するということは、学校教育法の改正で移管が可能

となった結果なのでしょうか。 

教育次長)  資料「地方教育行政の組織及び運営に関する法律 抜粋」をご参照くだ

さい。今まで第 24 条までしかなかったものが、第 24 条の２という条文が

でき、町の考えと同様にスポーツ振興という観点のみでなく、地域づくり

等の観点からの総合的な推進が、議会の意見を聞くことを必要とするもの

の、町長部局でも可能である形になっております。 

石塚委員)  「大磯町スポーツ振興審議会設置条例」の一部改正ということですが、
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大磯町スポーツ振興審議会は任期が２年ということですが、どのような方

が審議員となっているのでしょうか。 

教育次長)  平成 14年ぐらいまではスポーツ振興審議会はございました。審議会とは、

スポーツ振興計画を立てたり、大規模な施設を造る際の諮問機関です。例

えば、大磯運動公園を造る際にスポーツ振興審議会に意見をいただき、検

討したという経緯がございます。しかし、旧生沢プールの代替プール建設

を検討するにあたっては、社会教育委員の方のなかにもスポーツ関係者が

いらっしゃることから、社会教育委員会議に諮問を投げかけました。スポ

ーツ振興審議会については休止の状態でありますが、活動当時の人員とし

ては、議員、中教育事務所所長、体育協会代表者、学校長を含む５名で結

成されていました。大磯運動公園建設時には意見をいただいたのですが、

個別の答申については、社会教育委員会で良いのではないかということで

対応してきました。社会教育委員の 1 つの職務として、社会教育団体等に

補助金を交付する際には意見を聞かなければならないという社会教育法の

定めがあり、今までは教育委員会の所管でしたので、社会教育委員会議へ

意見を求めることができたのですが、機構改革により部局が分かれること

となるにあたってどのように対応するか内部で検討をいたしました。例え

ば、体育協会に補助金を交付する場合、体育関係団体になりますのでどの

ように対応するのか、社会教育委員から質問が出されましたが、スポーツ

振興法が改正され、スポーツ振興審議会のなかで補助金の歳出について対

応して構わないということになりました。今までは社会教育委員会議が社

会教育と社会体育の両面に対応くださっていたものを、所管に変更が出た

結果、条例を改正し、スポーツ振興審議会についての予算計上をさせてい

ただく予定でございます。 

委員長)   他にご意見、ご質問はありませんでしょうか。それでは、以上の意見を

踏まえ整理いたしますが、議案第 21 号、22 号については、色々なご意見が 

出されました。スポーツ関係では、町を上げての健康増進に向けて等に対

してご意見が出されていましたので、委員長の責任において意見書として

まとめたいと思いますが、委員長に一任していただけますでしょうか。 

各委員)   よろしくお願いいたします。 

委員長)   それでは、町長、議長への回答の前に確認をお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

 

 

議案第 23 号 大磯町課設置条例について 

 

書記が議案を朗読し、教育長から提案理由の説明を行った。 

 

教育次長)  お手元の議案第 23 号の説明資料に基づきましてご説明いたします。大磯

町課設置条例でございます。制定概要につきましては、議案第 21 号、第 22

号でもご説明いたしましたとおり、昨年度より町の組織についての検討を

行ってきました。その背景にはここに記されているように地方分権の進展、
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地方自治体自らの責任と財源で行政運営が求められております。そのなか

で大磯町も行政改革、定員適正化計画などを進めていくなかで、現行の組

織では組織の方が多く、人が配置できないという現状があり、新たな行政

課題への対応ということで組織を見直してきたものです。今回「大磯町課

設置条例」を制定する法律的な根拠は、地方自治法第 158 条第１項となり

ます。今回の重点項目としては、教育委員会関係の部分のみを説明させて

いただきます。２の「子育て支援体制の強化」ということで、文部科学省

や厚生労働省などの所管の枠にとらわれず、総合的に子どもの育成を所管

する組織を設置し、窓口を一本化するために教育委員会へ業務を移そうと

するものです。次に、先程審議いただきました３の「スポーツ振興体制の

強化」であります。学校体育以外のスポーツに関する事務を、競技として

のみでなく、健康づくりの観点からも推進していくために町組織内にスポ

ーツ健康課を設置するものであります。裏面の条例の概要ですが、第１条

は、地方自治法に基づいて町長部局に設置する課を定めるものです。第２

条は、第１条で定めた各課が何を行うのか、つまり事務分掌を定めるもの

です。この条例につきましては、平成 21 年４月１日より組織を変えるもの

であります。この条例等を制定するにあたっての関連事項といたしまして

は、「大磯町部等設置条例」を廃止いたします。また、教育関係ではござい

ませんが、ここに記してあります４つの条例の一部を改正いたします。資

料２にはより体系的に示した組織図を添付してございます。今の条例に関

連するのは、資料２の組織図の２枚目の会計課の部分まででございます。

この課設置条例が通過いたしますと、教育委員会の組織については教育委

員会が規則で定めることになります。条例が通過した後４月までに、概ね

の部分は町に沿って行いますが、教育委員会として子ども育成課等の処々

事務を定めていくこととなります。以上でございます。 

委員長)   質疑に入いる前に確認をしたいと思います。議案第 23 号の条例について

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条に基づくもので町長

から意見を求められているということでよろしいでしょうか。 

教育次長)  今回の場合は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条に基づ

き、教育委員会へ意見が求められているものです。先程議会より意見が求

められたのは特例中の特例でございますので、今回は通常の第 29 条により

意見が求められております。 

委員長   ただいま条例制定について、ご説明をいただきましたが、この条例につき

ましても、先日の第３回臨時会におきまして、町から説明をいただいており

ます。本日は教育委員会として意見をまとめたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 

(質疑応答) 

石塚委員)  今回の機構改革については、これまで教育委員会でも幾度か検討を行っ

ております。教育委員会としてお願いをしてきましたが、反映されること

なく原案通りのものが提示されてきたと思います。町長の頑固さが表れて

いるように感じます。このような頑固さが無いと機構改革は実行できない
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のだなと、つくづく思った次第であります。フラット化し事務効率を向上

し、意思決定のスピードアップを図る体制は期待できますが、フラット化

によりチェック機能が弱まることがあります。トップダウンで行われる分

には良いのですが、ボトムアップがされない組織になる傾向がございます

ので、ぜひ各課の最高責任者である課長には、ボトムアップ、つまり下か

らの積極的な提案ができる組織づくりをしていかないと活性化が図れない

という欠点があると考えます。部制を廃止して組織がシンプルになったの

ですが、チェック機能の低下を防ぎ、組織を活性化させることが課題かと

思います。従来４部 14 課 31 班ございましたのが、10 課５室となる訳です。

部制が廃止されると、部長はどこへ配置されるのかという心配がございま

す。ぜひ有能な部長の人材活用を積極的に図っていっていただきたいと思

います。 

教育委員会関連では、生涯学習課所管でありましたスポーツ振興、健康

増進についてはそれなりに頑張っていただいたと感謝しておりますが、更

に町全体としての健康増進となりますと町長の下で組織化された方が良い

と思います。町長は３Ｋということで、「教育」・「環境」・「観光」を掲げて

いますが、３Ｋというのはイメージが悪いので、「健康」を加えた４Ｋにし

た方が良いのではないでしょうか。 

子育て支援強化ということですが、教育委員会に移管したからといって

必ずしも強化できる訳ではありません。子育て支援担当の職員４～５名が

教育委員会傘下に入ってきますが、職務が完全に移管されるのでなく、補

助執行となっている点に心配があります。自分たちの長は誰であるのか混

乱をきたすことがないよう、自信をもってプロとして職務を果たせるよう

配慮が必要であると考えます。これは教育委員会も配慮しなければいけな

いことです。教育長と町長の権限委譲がどの程度まで行われるのか、補助

執行とはどのような形態なのか、子育て支援担当職員の力が削がれないよ

う移管を進めていただければと思います。 

教育次長)  委任と補助執行についてですが、以前から教育委員会職員が町長の仕事

を明確な規則がなく行ってきたことがございます。子育て支援関係が教育

委員会に移管されることで、事務補助なのか、権限委任なのか、町の方で

しっかりと規則を定めるよう詰めていきたいと思います。今回移管された

点だけでなく、具体的には、新幼稚園の財産取得については、町長の職務

という位置づけでありますが、それをなぜ教育委員会が行っているのかと

いうご指摘があり、その件については、町長と教育委員会の間で事務の委

任について規則で定めたいと思っております。補助執行にあたって子育て

支援担当職員数名の異動についても、機構改革を実施したことで支障が生

じたということがないよう、執行体制を整えていくと同時に町へ要望して

いきたいと思います。 

澤委員)   町部局の問題にあまり意見するものではないと思いますが、一般論とし

てフラット化という言葉に引きずられてしまう面があることは注意しなけ

ればならないと思います。企業でもフラット化することで反省や失敗があ

ったということは、言葉に引きずられた部分があったからだと思います。
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今回フラットという言葉はより実質の部分に重きを置き、運用がしっかり

できなければ意味がないので、人数が削減されることは良いことなのかも

知れませんが、全体については注意していただきたいと思います。フラッ

ト化には、非常に難しい部分があることを認識していただきたいと考えま

す。教育委員会につても一部フラット化する部分がありますので、権限や

職務を明確にしていく必要があると思います。 

子育て支援関係が一本化することは、根本的に国に問題があるので、一

本化を試みる点は賛成いたします。新たに組織を設置しますが、職務につ

いては補助執行で行われるというのは、しっくりこない部分があります。

任務を遂行するにあったって責務等について裏付けをした上で、混乱がな

いよう組織の明確化をしていただきたいと考えます。また、人員、使命、

任務は予算とも関連すると思いますので、その部分についても問題が出て

くるのではないかと心配をしております。 

原田委員)  昨日までのなかで意見を申し上げましたし、それに対する回答をいただ

いてきておりますので、この部分については特にありません。ただ、澤委

員のおっしゃられたように、必要人員を確保し、実際に実行できる体制を

整えるという点については、教育委員会に限らず町全体で継続的に考えて

いただくべきだと思います。 

委員長)   私も機構改革を実施するにあたっては、スムーズな職務遂行が果たせる

よう考慮していただき、教育委員会としても町へ要望していきたいと思い

ます。 

石塚委員)  子育て支援体制の強化は、２本柱の 1 つであるということですので、教

育委員会のなかでも子育て支援室ではなく、子育て支援課という「課」で

扱わなければいけないのではという気がいたします。課とすることで子育

て支援体制の強化を図っていかなければならないと思います。教育委員会

に子育て支援関係が移管されたことは、文部科学省と厚生労働省の壁を大

磯町は取り払ったという意味はとても大きいです。以前、小学校の学童保

育の話を聞いた際、同じ施設内での教育活動ですが、義務教育の授業を受

けている時は文部科学省、放課後になって学童保育を受けている時には厚

生労働省ということで、見えない壁があることを感じました。地方自治体、

特に大磯町ではこの壁を取り払うことができたら良いと思っているところ

で、このような機構改革が行われることとなりました。円滑な事務により

住民サービスの質の向上が期待できるものにしていただきたいと思います。

大変だとは思いますが、従来の学校教育課、生涯学習課の皆様とで相乗効

果が出るように実施していっていただきたいと思います。子育て支援につ

いては「室」の扱いであるが、町長は子育て支援体制の強化を掲げており

ます。実行面でご配慮いただきたいと思います。 

教育長)   先程から出ております様々なご意見については、先般行われた福祉文教

常任委員会においても議員の方からいただきました。石塚委員のお話にも

ありましたように、学童保育や放課後子ども教室については、同じ時間帯、

同じ施設内で行っている事業ですが、今までは教育委員会と町長部局とで

分かれておりましたが、例えば、明確に事務を委任して教育委員会の責任
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において進めていくことも考えられるのではと思います。子育て支援関係

の移管ということで、例えば、小児医療等の問題についてどのように扱う

か、この場で論議することが教育委員会として馴染むのであろうかという

問題がございます。このような部分の事務については補助執行として扱い、

振り分けをしていく形となります。その場合、責任、権限については明確

にしていかなければなりません。また、前回の臨時会の際に原田委員から

ご意見ありました仕事量に対する職員の適正配置についてですが、これに

ついても当然要望していきたいと考えております。様々な点においてご心

配をいただいておりますが、事務局を含めて対応していくつもりでおりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

委員長)   他に何かございませんか。住民サービスのためのチェック機能体制やス

ムーズな事務執行、責任体制の明確化等のご意見をいただきましたので、

このような点を踏まえ、議案第 23 号の意見書をまとめていきたいと思いま

す。先程と同様に、委員長の責任において意見書としてまとめたいと思い

ますが、委員長に一任していただけますでしょうか。 

各委員)   よろしくお願いいたします。 

委員長)   それでは、意見書の提出の前に確認をさせていただきたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

 

 

議案第 24 号 大磯町立球技場の設置、管理等に関する条例の廃止について 

 

生涯学習課長) 生涯学習課の和田でございます。議案第 24 号「大磯町立球技場の設置、

管理等に関する条例の廃止について」ご説明いたします。 

資料をおめくりいただき、資料１をご覧ください。「大磯町立球技場の設

置、管理等に関する条例」につきましては、大磯町東町３丁目２番５号に所

在する「大磯町立東町球技場」の設置、管理等を規定する条例でございます。

本球技場の用地につきましては、昭和 45 年寄付により大磯町の所有となり

まして、その後、昭和 56 年４月からは、教育委員会所管のスポーツ施設と

して開設を行ってまいりました。近年では、周辺環境の変化により四方すべ

てを一般住宅に囲まれ、騒音も懸念されるなか、駐車場も確保できない状況

であり、２団体のみの利用が続く状況となっておりました。これらの状況を

踏まえ、教育委員会では東町球技場に関する今後のあり方について検討を行

い、社会教育委員会議の意見を求めるため、平成 18 年９月に諮問を行いま

したが、「町民全体が利用するスポーツ施設としては、環境面、機能面など

で様々な課題があり、今後の利用推進は見込まれず、現状においても公平な

町民サービスが図られていない」との意見がだされました。この答申を受け、

平成 19 年１月の教育委員会定例会において、本施設のあり方についての協

議が行われ、同様な意見をいただきましたことから、教育委員会としては、

本施設の利用状況、住宅地に囲まれた周辺環境による種目の制限、施設環境

による利用推進、公平性、費用対効果などを総合的に判断し、東町球技場に

ついて廃止するものであります。次のページ、資料２につきましては、大磯
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町立球技場の設置、管理等に関する条例の全文でございます。以上、「大磯

町立球技場の設置、管理に関する条例を廃止する条例」を、平成 20 年大磯

町議会 12 月定例会に提案することについて、教育委員会の意見及び承認を

求めるものです。よろしくお願いいたします。 

 

(質疑応答) 

委員長)   ただいま、事務局から説明がありましたが、この案件につきましては、

平成 19 年 3 月に教育委員会として承認をしておりますが、12 月大磯町議会

定例会に上程するということで再度あがってきたということでございます。

ご意見、ご質問がありましたらお願いします。 

澤委員)   内容につきましてはご説明がありましたとおり、平成 19 年３月教育委員

会定例会において、次の議会に提案することに賛成で一致したものです。

我々はスムーズに進んでいると思っていたぐらいですので、今回も内容的

には同様のものですので賛成いたします。前回の議案提出に賛成した時に

は、教育委員会から提案ということだと思ったのですが、本日の添付資料

には、町長から提案することに対する意見を教育委員会へ求められており

ますが、これは事務手続き上、前回は町長からこのような意見聴取に関す

る文書が必要でなかったが、今回は必要であったということなのでしょう

か。また、２日前の臨時会において、町民の方の陳情書が提出されており

ましたが、これについては特に議会に報告するということはないのでしょ

うか。 

教育次長)  １点目ですが、前回は教育委員会の提案ではなかったかとのご質問です

が、今まで条例改正等の付議にあたって何の法律に基づいて付議するかに

ついて、条例の提案は町長のみですので、教育委員会の関係の条例であっ

ても、町長が総合的に判断して提案する必要がございます。総合的に判断

するために提案してもいいかどうかの確認が今回の意見聴取にあたります。

今までは文書の取り交わしもなく、町長からの依頼に基づいて意見聴取が

行われているのかどうかが明確でなかったので今回から提示していただき

ました。今後はこの形で行っていきたいと考えております。 

       ２点目の陳情の取扱についてですが、陳情者から町長、議会、教育委員

会の３ヶ所に提出されております。議会に聞いたところ、陳情と廃止条例

案が同時に出てきておりますので、条例案に対して出された結果に基づき

陳情者への回答を行うとのことです。議会の条例に対する審議の結果が陳

情への回答となるのではないかと考えております。 

石塚委員)  平成 19 年３月定例会において出した結論と同内容ですので、私は異議あ

りません。前回の場合、条例廃止が保留されたのは、跡地利用がはっきり

しない段階で廃止はできないというご意見が出されたからだと認識してお

りますが、教育委員会で跡地利用は決定するのですかとお聞きしたところ、

町部局が検討することになっているとの回答でしたがこの点いかがでしょ

うか。 

教育次長)  跡地利用につきまして平成 19年３月の定例会で廃止条例を提案すること

に対してご意見をお聞きした訳ですが、その後の平成 19 年４月の福祉文教
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常任委員会で跡地利用はどうするのか、その時点では町側も跡地利用の検

討をしておりましたが、結論が出ていない状況でした。また、それから１

年程町も検討を重ねてきまして、道路の規制等により廃止の意思決定が 11

月４日に行革推進本部においてなされ、売却される方向となりました。そ

れに基づいて廃止の上程がされてきたものでございます。 

原田委員)  教育委員会の施設ということであったが、教育委員会が教育行政上の目

的は終了したということですと普通財産に移行するのではないでしょうか。 

教育次長)  廃止条例を承認していただくことによって、行政財産から普通財産へ切

り替えます。 

原田委員)  廃止条例の承認がなければ、普通財産への切り替えができないのですね。 

教育次長)  はい。生沢プールの場合と同様であります。生沢プールも生沢プールの

廃止条例を承認いただき、教育財産であったものを普通財産に切り替えを

行いました。東町球技場は普通財産へ移管替えされますと売却される予定

でございます。 

石塚委員)  売却の方向性が出されたことがはっきりしたので今回提案できるのです

ね。 

教育次長)  町の方に売却の方向であることを確認し、提案いたします。 

委員長)   他に何かありませんでしょうか。質疑を打ち切り、討論を省略し採決に

入ります。議案第 23号について、原案どおりご異議ありませんでしょうか。 

各委員)   異議なし。 

委員長)   異議なしの声がありましたので、議案第 24 号「大磯町立球技場の設置、

管理等に関する条例の廃止について」原案どおり承認いたします。 

 

 

協議事項第１号 平成 21 年度教育委員会当初予算要求に係る協議について 

 

教育次長)  詳細につきましては各課長よりご説明いたしますが、平成 21 年度当初予

算方針が出されまして、町全体の予算関係ですが、平成 21 年度の歳入見込

は 82 億 9,800 万円となっております。また歳出は 86 億 5,600 万円という

ことで、３億 5,800 万円の財源不足が生じる見込となっております。予算

編成方針においては、基礎事業の徹底、検証、見直し、スクラップ・アン

ド・ビルドの姿勢が示されております。先程３Ｋのお話が出ましたが、重

点目標として環境、教育、観光を３本柱として掲げたいということでござ

います。新たな事業については新たな財源を確保する。事業仕分けの結果

を踏まえる。また受益者負担の適正化ということで使用料・手数料につい

ては定期的な見直しが必要である。このような点も提示されております。

簡単ではありますが平成 21 年度予算方針の説明は以上でございます。お手

元の資料の詳細につきましては、各課長、図書館長よりご説明いたします。 

学校教育課長) 資料をご覧いただきながら特徴のある部分のみを抽出してご説明いた

します。資料の１ページ目をおめくりください。教育総務費要求額２億 189
万円で前年度との比較では 176 万６千円の増ということでございます。教

育総務費は、目としては教育委員会費、事務局費、教育指導費というもの
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がございまして、この内容は右側主要事業の要求内容の中に列記しており

ます。９点目ですが、小・中学校の学校図書の充実を目的とした新規事業

でございます。今年度までは小・中学校の学校運営事業の消耗品費に含ま

れていた図書購入費や図書整理員さんの賃金等も含めこの事業費の中で予

算計上したものでございます。以上が教育総務費の主な内容でございます。

それ以外の部分につきましては、昨年度をベースとして考えております。 

４点目は昨年度からの事業でございます。小学校１学年の児童について、

１学級を 35 人を上限とした学級編制行うため、昨年度も同様の予算要求を

行いましたが、今年度も引き続き予算を要求したものでございます。具体

的には、学校の中でクラスを持たない教師を新たに学級担任となってもら

い、その後補充として非常勤講師を町で採用するものです。県からの職員

の配置はない訳ですが、町で１人雇用し、１年生については 35 人以下の学

級編制を実施したいと考えております。11 番、12 番は新規事業となってお

ります。11 番は、校務情報の管理等を行うための教職員用コンピュータの

借上げ料でございます。12 番は、17 日の臨時会後に生沢プールの廃止に伴

い新しいプール整備について町へ要望書を提出したところでございますが、

学校プールの建設ということで、次年度につきましては、その設計委託料

として計上させていただいております。 
次に、中学校費でございます。２ページをご覧ください。21 年度の要求

額は２億 2,753 万１千円で比較としては１億 6,270 万９千円の増でござい

ます。 増の理由の大部分といたしましては、８番に記載しております国府

中学校耐震改修工事及び大規模改修工事実施によるものでございます。ま

た、新規事業の９番ですが、小学校費と同様で教職員用コンピュータの借

上げ料でございます。 
次に、幼稚園費でございます。本年の要求額が７億 1,147 万７千円で、

５億 4,740 万１千円の増ですが、これにつきましては月京幼稚園の新園舎

の工事と国府幼稚園の耐震改修工事を行うものでございます。新規事業に

ついては以上ですが、その他の幼稚園費としては、幼稚園の臨時教諭の賃

金や教育支援員の賃金増を予算要求しております。人件費については、教

育費の中に何人分入っているかということだけを申し上げさせて頂きます。

教育総務費には事務局の人件費が 14 人分入っております。小学校費には校

務整備員が２人、給食調理員が９人、中学校費では校務整備員２人、幼稚

園では幼稚園教員 15 人をこの中に計上しております。学校教育関係は以上

でございます。 
生涯学習課長) ３ページをご覧ください。まず、生涯学習班についてのご説明をいたし

ます。実施事業内容の見直し精査を行いました。重点的な配分が行えるよ

う配慮いたしました。減額となった大きな理由としては、生涯学習館整備

工事が減となった点でございます。 
       次に４ページをご覧ください。スポーツ班の費用でございます。落丁の

ため、１番としてスポーツ振興審議会委員に関わる予算要求ですが、こち

らは新規事業となります。全体的には費用の増減は大きく出ておりません

が、体力づくり、健康づくりをメインにおいた事業展開で予算が配分でき
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るような形で要求を行っております。 
       続きまして、５ページの郷土資料館の予算についてですが、こちらにつ

きましては７番と８番が新規事業となっております。７番につきましては、

伊藤博文が逝去いたしまして来年度は 100 年目となることから、特別企画

展等を行っていく予定ですので新規事業といたしました。２番の郷土資料

館運営委員にも関わりますが、リニューアル構想を職員の重点目標として

掲げておりますので、それをより具体化するために郷土資料館運営委員会

の増を要求しております。また、今年開館 20 周年を迎えたのですが、老朽

化した施設の改修や常設展のリニューアルに向けた委託関係を新規に求め

ており、全体で 760 万円程の増加となっております。以上でございます。 
図書館長)  資料の６ページをご覧ください。図書館関係につきましては、平成 20 年

度で町史の編さん事業が終了することにともなう予算減が大きくなってお 
ります。図書館業務におきましては、現行図書館サービスの質を維持し、

また、効率的な図書館運営を行い、生涯学習の場の提供に努めてまいりま

す。図書館の維持管理では、付帯設備の老朽化が進んでおりますので、２

番のところで電気設備や玄関自動ドアの保守修繕など必要修繕費を計上し

てまいります。また、工事委託が大きな、図書館の北側壁面及び屋根の工

事委託と窓サッシの整備については、新規事業として９番で要求してまい

ります。図書館の運営関連におきましては、効率的・効果的な運営を念頭

に円滑な運営を趣旨として、平成 21 年度には臨時職員の雇用による従来の

運営を継続していきたいと考えております。子どもの読書活動の推進につ

きましては、事業を継続して進めてまいります。なお、町史編さん事業が

終了することに伴い、町史資料の保存と有効的な資料の活用を目的とする

新事業も計上してまいります。全体で前年度と比較して 1,613 万円の減と

なっております。 
 
(質疑応答) 
澤委員)   町長の掲げる重点項目について、予算としてどのように反映されているの

かがわかるようにしていただきたいと思います。実際の数値を見ますと、

特に中学校や幼稚園におけるハードの面での予算が多い点が目に付くとこ

ろです。それをして重点項目であるというのは、間違えであると思います

ので、実質的に何が重点とされているのか明確にわかる形で提示をお願い

したいと思います。今までやってきたことの、教育関係ですので継続事業

が多い訳ですか、ここ数年で新たに取り組んできた事業もあると思います

ので、その状況、良い方向で進んでいるのかどうかが予算を獲得するポイ

ントになると思いますので、十分説明できるようにしていただきたいと考

えます。議会に要求を出す訳ですよね。議会への資料はこの形式なのです

か。金額と内容についてはこの程度のものか、さらに詳しい資料となるの

でしょうか。細かく見ますと書き抜けている部分があるように思います。

また誤解を与えないように配慮していただければと思います。人件費につ

いてですが、学校教育関係は先程言葉で説明してくださいましたが、教育

総務は人件費の割合が大きい訳ですので、このような部分についてはしっ
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かり提示するべきではないかと思います。 
教育次長)  本日につきましては、あくまで要求ということで１月に査定を受け、協議

を行う予定でございます。組織の改革もその時点では終わっている予定で

すので、子育て支援関係についても加えて検討していく予定です。予算の

査定後に更に精査した資料を用意したいと思います。資料の形式について

も資料を作成するにあたって財政課と協議をしておりまして、まだ予算も

確定しておりませんので、毎年、予算の款・項・目・節・細節とあるので

すが、その目までで財政からはお願いされております。協議の段階ではも

う少し詳細な資料が提示できるかと思います。ハード面が重点項目ではな

く、金額の問題ではないというのはそのとおりであります。時間の関係や

予算が確定されていないこと、また新たに取り組む事業もございますので、

平成 21年度教育委員会基本方針のなかで重点政策として盛り込んでいくこ

とになると考えております。 
原田委員)  澤委員のおっしゃったことと関連し、また毎回お願いしていることですが、

建設等に関する点、つまり財産に関わる費用を除く運営費全般の増減を知

りたいということについてはどうでしょうか。また、教育における事業を

みる指針として運営費の推移がどのようになっているかを把握すればある

程度教育に力を入れているのかどうかがわかります。幼稚園の建設費、国

府中学校の耐震工事費が含まれると運営費のトレンドの推移がわかりませ

んので、その点についてよろしくお願いしたいと思います。歳入が 82億余、

歳出が 86 億余ということで３億 5,800 万円の赤字予算ということですが、

これを補填するのは地方債で行うのでしょうか。 
教育次長)  １点目につきましては、予算を議会に要求する段階になりましたら、人件

費、経常経費、普通建設事業の推移がわかるように資料を作成したいと考

えております。 
原田委員)  要するに建設費等になりますとハードの面となりますので、ソフトの面で

はどのようになっているのかということであります。 
教育次長)  ２点目の赤字補填はどうするかですが、まず歳出の削減を行い、どうして

もという場合には財政調整基金を取り崩すか起債かということになるかと

思います。 
原田委員)  中学校費の８番目、国府中学校校舎耐震改修工事及び大規模改修工事を実

施とありますが、グランドの改修も含まれるのでしょうか。 
学校教育課長) この計画のなかには含まれておりません。 
原田委員)  毎年、中学校の運動会が５月にあり、ちょうど梅雨に差しかかるかどうか

という時期でして、前日に雨が降ることがここ何年か続いておりまして、

グランドに砂を運び、先生や保護者が一生懸命使える状態にしようとして

いるので、これは大磯小学校も同様かと思いますが、そういった状況は早

めに改善できればと考えます。 
教育次長)  教育委員会としては総合計画を変更し、建物の改修工事とグランドの整備

も同時に行えないかと意見を出したのですが、町の方で財政上、同時に行

うのは難しいということでした。平成 22 年、23 年にグランド整備を行うと

いうことで少し先延ばしとなります。大磯小学校もそれに合わせて伸びて



 22 

しまったという現状でございます。 
石塚委員)  予算の特徴を明確にさせ方が良いと思います。固定費的な部分と変動費を

区別し行っていただきたいと思います。本日は時間の関係でこのような資

料となったのだと思いますが、重点項目がわかるようにしていただければ

と考えます。予算編成のプロセスとしては、学校等の現場からの要求もあ

るかと思いますが、それに対して全て応えられている訳ではないですよね。

どのような点が漏れてしまったのか提示していただくと、更なる議論がで

きるので検討願いたいと思います。 
教育次長)  経常経費につきましては、前年度と比較して何パーセント以下に押さえる

という財政課からの指示がございますが、新規事業につきましては、その

枠外ということでほとんど要求しております。教育委員会が学校等に対し

て修 繕等のどの部分を行うのか判断をするのではなく、もちろん優先順位

は付けますが、学校から要望されたものは全て要求をしてございます。予

算の決定後、学校と優先順位の検討を行うことはあるかと思います。 
石塚委員)  小中学校の先生に対するコンピュータの配分は１人１台という状況にな

っているのでしょうか。 
学校教育課長) 先生方へのコンピュータの貸与はまだできておりません。ここで今回予

算要求を行わさせていただいております。 
澤委員)   今回が初めてということですか。 
石塚委員)  学校の財産として先生に貸与するのですか。 
学校教育課長) 学校に各先生方用として一台ずつ用意するということでございます。 
石塚委員)  現在、先生方が使用されているのは自前の物だということですね。 
学校教育課長) そうです。 
澤委員)   事故が発生しても文句は言えないということですね。 
学校教育課長) セキュリティに関しましては、昨年度、情報の取扱いについては各学

校へお示しし、各学校ではその徹底を図っているのですが、私物のコンピ

ュータを使用している現状を打開すべく、今回予算要求した次第でござい

ます。 

石塚委員)  平成 21 年度の予算でどれくらいの割合で支給されるのでしょうか。 

学校教育課長) 小・中学校については全教員分となっております。 

委員長)   いつも予算の枠が拡がるよう願っておりますが、大変厳しい現状にある

とは思うのですが、３Ｋの 1 つに挙げられていますので少しでも教育費が

増えるようよろしくお願いしたいと思います。他にはよろしいでしょうか。

これから、町側への説明が始まり、年内には、ほぼ確定するということで

すので、事務局におきましては、教育の充実のため、よろしくお願いいた

します。 

 

 

報告事項第１号 第 55 回おおいそ文化祭の実施報告について 

 

生涯学習課長) 生涯学習課長の和田でございます。第 55 回おおいそ文化祭の実施報告

としてお手元の資料を配布させていただきました。今回の文化祭につきま
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しては分散型の開催ということで、各地区の公民館につきましては平成 20

年 10 月 18 日～11 月３日まで、また、町が主催いたしますおおいそ文化祭

につきましては、保健センター、図書館本館、福祉センター、郷土資料館

等での同時開催として平成 20 年 10 月 25、26 日に開催されました。主な概

要といたしましては、展示会場となった保健センターでは、25、26 日の２

日間開催され、17 団体の参加がありました。来場者数は 737 名となってお

ります。図書館本館につきましては、同日程で、参加団体が７団体、来場

者数は 522 名の参加をいただきました。発表会場となりましたのは福祉セ

ンターさざれ石の２階レクリエーション室で、13 団体からの発表、来場者

数は 1,196 名ということでした。お茶会につきましては、県立大磯城山公

園の城山庵が利用され、予定された 250 名全員の参加をいただきました。

続きまして、同時開催をいたしましたおおいそ美術展でございますが、こ

ちらは一般の公募による個人作品展で 22 点の出展数をいただきました。郷

土資料館の研修室を利用しております。また合わせて、郷土資料館の所蔵

美術品特別公開ということで絵画や陶芸品を中心に 25点の所蔵美術品を公

開し、387 名の方に来館いただきました。ただし、この特別公開は 10 日間

行われましたので、その期間においては 1,387 名の方に来館いただきまし

た。１日平均しますと 100 名程になりますので、通常を上回る来館者とな

りました。第 55 回おおいそ文化祭の総括といたしましては、38 団体、3,092

名の参加をいただきました。昨年が 2,493 名ということで 25％程の増とな

っております。ただし、昨年につきましては、初日が台風とぶつかりまし

て初日の出足が悪かったということですので、おおよそ例年どおりの人数

の来場をいただいたと考えております。先日、11 月 10 日に第５回文化祭運

営委員会を開催いたしまして、会場が分散型となった点についてご意見を

いただきました。分散型されたなかでも上々のできであったのではないか、

会場についても小さいながらも様々な配慮がなされ、概ね成功に終わった

のではないか、との評価をいただきました。それと同時に分散した結果、

会場がわかりにくかったり、行きづらかったとの意見も出ておりましたの

で、来年度に向けて改善していきたいと考えております。以上でございま

す。 

 

(質疑応答) 

澤委員)   全体の来場者数の約 3,000 人というのは、当然１人の方があちこちの会

場を行き来したものもカウントされているのですよね。 

生涯学習課長) そのとおりでございます。 

澤委員)   熱心な方はあちこち回られるのだと思うのですが、それでも印象として

分散したけれども活発であったし、不満も多少はあったかもしれませんが、

今後も分散型でやっていけそうだと受け取っていただいたと考えてよろし

いでしょうか。予算面や各施設を活用するという良い面がある訳ですよね。

その辺りを結果としてプラスと受け取ってよろしいでしょうか。 

生涯学習課長) 分散型となったことから、参加団体の関係者がそれぞれの会場へ足を

運ぶだけで、他の会場へは行っていただけないのではないか、その結果、
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来場者数が減ってしまうことを大変心配しておりましたが、興味をもって

色々な会場を回っていただいたとの状況もありました。ただ、会場がわか

りづらく、どの会場で何が行われているのかがはっきりわからなかったと

のクレームも出てますので、そのような点を改善していけば更に多くの方

に来場していただけるのではと考えております。 

教育長)   各地区で開催されている文化祭についてですが、今年も教育次長、課長

と共に回らせていただきました。それぞれの地区での特色ある各地区独自

の文化祭も行われておりましたので、この点をご報告いたします。 

委員長)   ぜひ今後も長く継続して開催できるようよろしくお願いいたします。 

 

 

報告事項第２号 第７回大磯図書館まつりの実施報告について 

 

図書館長)  過日開催いたしました図書館まつりについて、ご報告いたします。資料

を１枚おめくりください。交流の機会と図書館を支援することを目的とし

て、図書館ボランティアの方々のなかから図書館まつりの実行委員会が作

られ、平成 14 年から数えて第７回目の「図書館まつり」を今月 11 月２日

の日曜日に開催いたしました。実施内容は、古本市、紙袋魚つり、おはな

し会、書庫見学、折り紙教室の５つのメニューで、総計 458 名の参加を得

ることができました。当日は、宿場祭と重なり、町外の方の参加も多かっ

たようです。古本市で集まった入場料と寄附金の収益から、実行委員会か

ら図書館に対しまして、児童書「地球環境シリーズ」７冊と、同じく児童

書「日本の世界遺産シリーズ」５冊の計 12 冊、金額にして 32,697 円の寄

贈をいただきました。 

最後に資料の訂正をさせていただきます。資料最終面の最後の行に児童

２セット（全 19 冊）は全 12 冊に訂正させていただきます。以上でござい

ます。 

 

(質疑応答) 

澤委員)   宿場まつりに開催日を合わせたことがプラス面となったようですが、更

に来場者への呼び込み等を行っていただけると良いと思います。図書館ボ

ランティアの方については長年継続して活動していただいており、準備等

大変だと思うのですが、図書館の立地が大変よい場所にあるということを

皆様に認識していただき、活動を継続していただければと思います。収益

としては少ないといえば少ないのでしょうが、図書館の活動の促進には重

要な事業だと思いますので、サポートをしていかなくてはならないと考え

ます。 

図書館長)  図書館ボランティアの方々によって開催していただいている事業ですが、

図書館としてもこちらの活動に対しては今後もサポートしていきたいと考

えております。 

委員長)   第７回ということですが、今後も継続して開催できるよう頑張っていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 
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報告事項第３号 町立幼稚園の応募状況について 

 

学校教育課長) 資料をご覧ください。「平成２１年度町立幼稚園応募状況」について、

ご説明いたします。平成 21 年度入園予定園児の応募状況についてでござい

ますが、今年度は 11 月４日から７日を入園願書受付期間としました。その

後も随時受け付けておりますが、11 月 14 日現在の人数についてご報告申し

上げます。 

平成 21 年度応募者数を含む総園児見込み数は 433 名で、現園児総数と比

べると 29 名の減でございます。平成 21 年度の就園率は約 56％で、今後、

10 名前後の入園希望者数を加えましても、昨年の 57 パーセントの就園率と

ほぼ同様の数値でございます。クラス数は、19 クラスから 18 クラスとなり

１クラス減の見込です。 
年齢別・幼稚園別に見ていきますと、３歳児につきましては、現在４園

で 128 名おりますが、平成 21 年度応募者は 120 名で現在数より８名減って

います。ただ、住民基本台帳上の人口も減っておりますので、全体の就園

率は約 49％で、平成 20 年度の約 47％をわずかに上回っております。園ご

とのクラス数は、昨年度と同様に大磯幼稚園と月京幼稚園の年少組が２ク

ラス、小磯・国府幼稚園は全て１クラスになる予定です。 
４歳児につきましては、３歳児からそのまま上がってくる園児が128名、

新しく入ってくる園児が 27 名で、全体で 155 名になります。就園率は昨年

度の約 62％から多少下がっており、約 59％となっております。園ごとのク

ラス数は、昨年と同様、大磯・月京幼稚園が２クラス、小磯・国府幼稚園

が１クラスになる予定です。 
５歳児の場合は、現４歳児がそのままスライドして５歳児になるケース

がほとんどで、現在のところ新たに入園を希望する園児はございません。

就園率は約 59％で、現４歳児の就園率と同じでございます。園ごとのクラ

ス数については国府幼稚園が現在の２クラスから１クラスになり、他の幼

稚園は今年度と同様で大磯が２、小磯が 1、月京幼稚園が 2 クラスでござい

ます。以上でございます。 
 
(質疑応答) 
石塚委員)  小磯幼稚園の園児数が６名減少している点は、全体の園児数が減少して

いることから考えても、廃園の可能性に関する影響はないと思って良いの

でしょうか。 

学校教育課長) 大磯幼稚園と小磯幼稚園の関係についてですが、位置的には、大磯幼

稚園は大磯地区のほぼ中心にございます。一方、小磯幼稚園は切通しの手

前にあり大磯地区のかなり西に位置します。その関係で、統合の話が出る

以前より、大磯幼稚園と小磯幼稚園の園区の境では区域外就園をする方が

多くおります。例えば、園区は小磯幼稚園であるが、距離的には大磯幼稚

園の方が近いというケースや、園区は小磯幼稚園であるが、大磯幼稚園園
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区内の祖父母の家に帰宅するケースなど、小磯幼稚園園区から大磯幼稚園

へ就園している園児も多くいらっしゃいます。教育委員会で区域外就園の

許可決定を行なうのですが小磯幼稚園が廃園となることを理由として提出

される方はほとんどおりません。 

原田委員)  例年 11 月に来年度園児数の見込が提示されますが、３月末までの間にど

れくらいの増減があるのでしょうか。20 名程度増加すると考えてもよろし

いでしょうか。 

学校教育課長) 当初見込み数から３月末までの間の増加数につきましては、平成 17 年

度は 15 名、平成 18 年度が 10 名、平成 19 年度が 14 名、平成 20 年度が 18

名ということで、平成 21 年度についても同程度の増加数ではないかと考え

ております。 

委員長)   できるだけ園児数が増えるように頑張っていただきたいと思います。 

 

 

その他 

 

委員長)   その他ですが事務局から何かございますか。 

教育次長)  次回の教育委員会第９回定例会につきましては、12 月 17 日（水）、午前

９時から、委員会室にて開催いたしますのでよろしくお願いいたします。 

 

 

（閉会） 
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会議の経過を記載し、その相違ないことを証しここに署名する。 
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